
 

平素は、防災行政の推進に御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、令和７年度あわら市総合防災訓練を下記のとおり実施いたしますので、本訓

練に御参加いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

○実 施 日 時  令和７年 11 月 16 日（日）午前８時から 

○災 害 想 定  あわら市を震源とする地震が発生し、市内で最大震度６強を観測。 

         市沿岸部に津波警報発表。対象地区は付近の高台に直ちに避難。

余震等による家屋倒壊の恐れのため、市内全域に避難指示を発令。 

○訓 練 目 的  災害が起こった際に、まず自分を守り、次に住民同士で助け合う

共助の体制を確認することを目的とする。 

《第１部》住民避難訓練、安否確認訓練、伝達訓練等 午前８時から 

大地震による２次災害発生のおそれを想定し、区の一時避難場所（区民館、集落センター

等）に徒歩で避難する訓練の実施をお願いします。 

●当日朝８時頃、市内で地震発生（想定） 

⇒市から防災行政無線により地震発生をお知らせします。 

●当日朝８時５分頃、市沿岸部に津波警報発表（想定） 

⇒⇒⇒市から防災行政無線により対象地区に津波警報に伴う避難指示をお知らせします。 

対象地区：吉崎区、浜坂区、波松区 

●当日朝８時 10 分頃に、市から防災行政無線により「避難指示」の訓練放送をします。 

 

 

 

 
 

住民の皆様は、自宅から区の一時避難場所（区民館、集落センター等）に徒歩で避難する

訓練の実施をお願いします。その際、可能な限り「非常用持出袋」を持って訓練に参加いた

だきますようお願いします。 

《第２部》防災資機材・備蓄物資の確認  

  対 象：細呂木地区以外の区 

 場 所：各区の備蓄倉庫等 

内 容：第一部の訓練後、各区における防災資機材の動作点検や備蓄物資の確認を行って

いただきますようお願いします。 

（例） 

《チャイム》 

訓練。訓練。訓練。 

こちらは、あわら市です。 

余震による家屋倒壊のおそれがあるため、避難

指示を発令しました。 

住民の皆さんは直ちに避難してください。 

（※繰り返し） 

《チャイム》 

避難開始 

回 覧 

令和７年度あわら市総合防災訓練の実施について 

 

【担当】 

あわら市危機管理課 髙橋、竹山 
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ＭＡＩＬ：kikikanri@city.awara.lg.jp 


